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参照条文

○障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）（第８５条の２第２

項の規定による読替後）（抄）

（障害者雇用対策基本方針）

第７条 略

２ 略

３ 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働

政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

４ 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公

表しなければならない。

５ 略

（障害者に対する差別の禁止）

第３４条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者

と均等な機会を与えなければならない。

第３５条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇に

ついて、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱

いをしてはならない。

（障害者に対する差別の禁止に関する指針）

第３６条 国土交通大臣は、前２条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処する

ために必要な指針（次項において「差別の禁止に関する指針」という。）を定めるもの

とする。

２ 第７条第３項及び第４項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について

準用する。この場合において、同条第３項及び第４項中「厚生労働大臣」とあるのは「国

土交通大臣」と、同条第３項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、

「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものと

する。

（雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措

置）

第３６条の２ 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との

均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当

たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなけ

ればならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限

りでない。

第３６条の３ 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な

待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情

を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑

な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければな

らない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでな
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い。

第３６条の４ 事業主は、前２条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を

十分に尊重しなければならない。

２ 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談

に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じ

なければならない。

（雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針）

第３６条の５ 国土交通大臣は、前３条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「均等な機会の確保等

に関する指針」という。）を定めるものとする。

２ 第７条第３項及び第４項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定及び変更

について準用する。この場合において、同条第３項及び第４項中「厚生労働大臣」とあ

るのは「国土交通大臣」と、同条第３項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審

議会」と、「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替

えるものとする。

（船員に関する特例）

第８５条の２ 略

２ 船員等に関しては、第３６条第１項、第３６条の５第１項、第３６条の６及び第８４

条第１項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第３６条第２項及び第３

６条の５第２項中「同条第３項中」とあるのは「同条第３項及び第４項中「厚生労働大

臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第３項中「労働政策審議会」とあるのは「交

通政策審議会」と、」と、第７４条の５中「から第７４条の８まで」とあるのは「、第

７４条の７及び第８５条の２第３項」と、第７４条の６第１項、第７４条の７第１項及

び第８４条第１項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を

含む。）」と、第７４条の７第１項中「第６条第１項の紛争調整委員会」とあるのは「第

２１条第３項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」

と、第８２条第１項中「厚生労働大臣又は公共職業安定所長」とあるのは「国土交通大

臣」と、「事業主等、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体」とあるのは「事業主」と、

「事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場

所」とあるのは「事業主の事業所」と、同項、第８４条第１項及び前条中「厚生労働省

令」とあるのは「国土交通省令」とする。

３ 略


